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環 境 方 針 
 

１ 基本理念 

上越市役所は、市民が生涯を通じて心身共に健やかで安心して生活できる「すこやかなまち」

を目指して、市民との信頼関係の構築により地球環境問題の改善に取り組むことが、２１世紀

の普遍的な最重要課題であることを認識します。 

このため、市役所が関わるすべての主体と連携し地球環境問題の改善に向け取り組むことが

極めて有効であるという観点から、上越市環境マネジメントシステム(ＪＭＳ)を活用した環境

問題への取組を具体的に推進します。 

 

２ 基本方針 

上越市役所は、市民参加のもとに、持続的発展が可能な社会の構築を目指し、地球温暖化対

策の推進や循環型社会への転換を図るなど、地球環境問題の解決を図るとともに、上越市の水

とみどりを守り、健全で恵み豊かな環境を将来世代に継承していくため、「地球環境にやさしい

まち」「多様な自然が広がるまち」「資源が循環するまち」「一人一人が環境市民のまち」の 4つ

の望ましい環境像の達成を目指し、環境目的目標を定めて随時見直し、継続的な環境の保全・

改善に取り組みます。 
 

環境にやさしいまちづくりの推進 

⑴ 上越市環境基本条例の趣旨を踏まえ、市民、事業者、行政がそれぞれの立場に応じた取組

みを総合的かつ計画的に進めるため、市役所自らが環境にやさしいまちづくりを進めるとと

もに、環境問題について、市民に対する普及・啓発活動や事業者自らの取組に対する支援を

行います。 
 

環境に配慮した事務事業の推進 

⑵ 環境保全・改善、省エネルギー、新エネルギー、省資源などに優れた技術、資材の積極的

な導入を図るとともに、グリーン調達の推進、汚染物質の使用を最小限にとどめるなど、計

画段階から執行に至るまで、常に環境問題への影響に配慮しつつ、事務事業を推進します。 
 

省エネ・省資源・リサイクルの推進 

⑶ 市が関係するすべての施設において、省エネルギー、省資源及びリサイクルを推進し、率

先して環境問題に取り組みます。 
 

法規制などの遵守 

⑷ 環境関連法令等を遵守するとともに、自主管理基準を設定し、継続的な環境の保全・改善

を進めます。 
 

組織の整備 

⑸ 全部局参加の下、環境マネジメントに対する組織、運営体制を整備し、責任所在の明確化

を図り、環境保全・改善活動に取り組みます。 
 

職員の教育・実践の徹底 

⑹ 公務員としての役割を認識し、環境保全・改善に対する一層の意識の向上や必要とされる

知識・技能の習得のため、教育・訓練を徹底し、環境方針の理解及び周知徹底を図るととも

に、実践をとおして、市民、事業者の規範となるよう努めます。 
 

開かれた市政 

⑺-1 環境方針に限らず、市役所が保有する環境に関する情報は、情報公開条例の理念に基づ

き、市役所内外に公表します。 

⑺-2 市民や職員からの環境保全・改善に関する意見・提案を積極的に取り入れて、事務事業

に反映します。 
 

この環境方針は、上越市役所内外に公表する。      

平成 23 年 8月 23日 上越市長 村山 秀幸  


